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新 旧 

（本文略） 

附 則（令和７年２月２７日規程第７号） 

１ この規程は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

（理事長の年俸の額の特例） 

２ 理事長の年俸の額は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間において、規程第３条の規定にか 

かわらず次に掲げる額とする。 

１９，３２８，０００円 

附 則（令和７年３月２８日規程第１５号） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

（理事長の年俸の額の特例） 

２ 理事長の年俸の額は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間において、規程第３条の規定にか 

かわらず次に掲げる額とする。 

１９，４５７，０００円 

 

 

（本文略） 

附 則（令和７年２月２７日規程第７号） 

１ この規程は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

（理事長の年俸の額の特例） 

２ 理事長の年俸の額は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間において、規程第３条の規定にか 

かわらず次に掲げる額とする。 

１９，３２８，０００円 

 

 

 

変更理由 

県に倣い年俸の額の特例措置の適用期間を１年間延長した（理事長の給与抑制の期限延長）。 

資料６ 


